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【出願番号】特願2004-147370(P2004-147370)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月15日(2009.7.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１つの環状Ｘ線源組立体（１２）を有する静止型ＣＴシステム（１０）であっ
て、
前記環状Ｘ線源組立体（１２）は、前記環状Ｘ線源組立体（１２）に沿って間隔をおいて
配置された複数のそれぞれのＸ線源（１００）を有し、
前記それぞれのＸ線源（１００）の各々は、それぞれの静止したＸ線ターゲット（１０２
）と、電子ビーム集束室（１０４）と、Ｘ線通路（１０６）と、前記それぞれの静止した
Ｘ線ターゲット（１０２）に対して離間した関係に配置された電子ビーム源（１０８）と
を有しており、前記電子ビーム集束室（１０４）は、前記Ｘ線通路（１０６）に通すＸ線
を生じさせるために前記電子ビーム源（１０８）から放出された複数の電子を集束して前
記それぞれの静止したＸ線ターゲットに衝突させるようにするための選択された断面輪郭
部を有するように互いに離れて配置された上部区画（２０２）及び下部区画（２０４）を
有しており、
前記上部区画（２０２）は、前記それぞれの静止したＸ線ターゲットに衝突した電子ビー
ムにより生成された複数の後方散乱電子を受け、前記電子ビーム源（１０８）から複数の
後方散乱電子が離れるように方向付けるように構成され、
前記複数の後方散乱電子が前記それぞれの静止したＸ線ターゲット（１０２）に衝突する
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のを防止するために、前記それぞれの静止したＸ線ターゲットに対向して位置決めされた
複数の溝（２０６）を含んでいること、を特徴とする静止型ＣＴシステム（１０）。
【請求項２】
前記Ｘ線源（１００）の各々は更に、前記電子ビーム集束室（１０４）と絶縁室（１１２
）との間に配置された真空室（１１０）を含み、前記絶縁室（１１２）は前記電子ビーム
源（１０８）を収容している、請求項１記載のシステム。
【請求項３】
前記Ｘ線源（１００）の各々は更に、前記それぞれの静止したＸ線ターゲット（１０２）
及び前記Ｘ線通路（１０６）から所定の角度変位した位置にある放射窓（１１６）を含ん
でいる、請求項１記載のシステム。
【請求項４】
前記Ｘ線源（１００）の各々は更に、前記それぞれの静止したＸ線ターゲット（１０２）
に取り付けられたターゲット基体（１１８）を含んでいる、請求項１記載のシステム。
【請求項５】
前記ターゲット基体（１１８）は前記電子ビーム集束室（１０４）の下部区画（２０４）
を形成し、また前記ターゲット基体（１１８）は、銅、アルミニウム、黒鉛、黒鉛発泡体
、並びにアルミニウム及び銅の金属発泡体より成る群から選択された高熱伝導度材料で構
成されている、請求項４記載のシステム。
【請求項６】
前記ターゲット基体（１１８）は複数の冷却通路（２００）を含んでいる、請求項４記載
のシステム。
【請求項７】
前記Ｘ線源（１００）は、前記Ｘ線通路（１０６）によって分離された上部区画（２０２
）及び下部区画（２０４）を含んでおり、前記上部区画（２０２）及び前記下部区画（２
０４）は、銅、アルミニウム、黒鉛、黒鉛発泡体、並びにアルミニウム及び銅の金属発泡
体より成る群から選択された高熱伝導度材料で構成されており、また前記上部区画及び前
記下部区画は前記電子ビーム集束室（１０４）の内壁の一部分を画成しており、前記壁の
形状は前記選択された断面輪郭部の一部分を画成している、請求項１記載のシステム。
【請求項８】
前記電子ビーム集束室（１０４）の前記上部区画（２０２）は複数の冷却通路（２１０）
を含んでいる、請求項７記載のシステム。
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